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はじめに 

 
 特許庁では、平成１１年３月３１日よりホームページ上に特許電子図書館（IPDL）を開

設し、現在では（独）工業所有権情報・研修館のホームページ上でサービスを提供してい

ます（http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl）。これに伴い、インターネットを使用する

ことによって誰でも手軽に特許情報にアクセスすることができるようになりました。 
 
 これらの特許情報にアクセスし、利用する際に、発明の課題や技術内容をコンパクトに

まとめた要約は大きな力を発揮します。要約を利用することにより、膨大な情報の中から

容易に、また的確に必要な情報に到達することができるからです。しかし、それには利用

性の高い、品質の保たれた要約を作成することが前提条件となります。 
 
 本紙では、要約書の概要及び要約書の作成にあたっての注意事項を解説するとともに、

適切な作成例や不適切な作成例を載せています。要約書を作成する際の一助として活用し

ていただき、利用性の高い要約書の作成をお願いいたします。 
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１．要約書の概要 

 
要約書とは 
 要約書とは、発明または考案の概要を平易な文章で簡潔に記載した要約と、選択図によっ

て構成されたものであり、その発明や考案の要点を速やかにかつ的確に理解できるように

記載したものです。 

 特許または実用新案登録出願の出願人は、平成２年１２月１日から、要約書を出願書類

に加えて提出することが義務付けられています。 

 要約書は、発明または考案の名称と共に公報のフロントページに掲載されます。 

 要約書は、「発明または考案の技術的範囲」（権利範囲）の解釈には一切用いられません。 

 要約書は出願人が作成するものですが、その品質を確保するため、特許庁が職権により

修正することがあります。 

 

要約書の必要性とその効果 
 近年の出願件数の増大は特許公報等の累増をもたらし、その結果、特許公報等の利用に

当たって必要な情報への的確なアクセスが困難なものとなっています。また、技術の高度

化・複雑化にともない、特許情報の内容も高度化・複雑化し、その効率的な利用はますま

す困難なものとなっています。 
 そこで、発明または考案の概要を平易かつ明瞭に記載した要約と、発明または考案の内

容を も適切に示している選択図を要約書に記載することにより、要約書のみで発明また

は考案の概要を迅速かつ的確に把握することが可能となります。 
 

要約書の基本構成 
 要約書は、【要約】と【選択図】から構成されます。この２つの項は必ず記載してくださ

い。 
・【要約】は、原則４００字以内で、【課題】や【解決手段】のように項分けをして記載し

ます。 
・【選択図】は、発明や考案の特徴をよく表している１つの図面の図番を記載します。 

 
 次頁に要約書の記載例とともに、注意事項を簡単にまとめてありますので作成時に参考

にしてください。 
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要約書作成例 

 
 
 
 

 
 
【書類名】要約書 
【要約】 
【課題】磁気ヘッドの励磁電流が反転したあとに励磁電流が降下するのを防止して、光磁 
気記録媒体に安定した磁界を印加する。 
【解決手段】記録記号が「０」から「１」になると、スイッチ１４がオフし、スイッチ１ 
５がオンする。すると補助コイル１２に高い逆起電圧ＶＡが発生し、このＶＡにより充電 
されるコンデンサＣ１は電源電圧Ｖｃより高い電圧を保持する。このため、ＶＡが低下し 
てもダイオード１６の経路には電流が流れることがなく、光磁気記録媒体に記録磁界を与 
えるヘッドコイル１０に一定の電流ＩＨが供給されるようになる。記録記号が「１」から 
「０」になった場合は対称な回路が逆の動作を行い、ヘッドコイル１０に逆方向の一定の 
電流ＩＨが供給されるようになる。 
【選択図】図１ 

【要約】は、項目ごとに【課題】、【解決手段】等の

見出しを付けて、４００字以内（１行４０文字なの

で１０行程度以内です。）としてください。 

 
 

選択図において使用した符号を使用すること

で要約の内容を理解しやすくする。 

【選択図】は、出願時の図面に記載の【 】単位で１つだ

け図面を選択して、例えば「図１」のように記載します。

イメージ自体は記載しないでください。 
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２．要約書作成のポイント 

 

２－１．様式についての注意事項  

 

２－１－１．項分け記載 

 
 要約書の記載は、【書類名】、【要約】、【課題】、【解決手段】、【選択図】のように、墨付き

括弧【 】で分けられた項分け見出しに従って記載します。 
 
２－１－２．要約 

 
（１）【要約】の項分け記載 
 【要約】は、発明や考案の概要を理解しやすいように以下のような項分けをします。  
  
 「【課題】【解決手段】」 
   
  上記以外にも 
 「【課題】【解決手段】【効果】」 
 「【解決手段】【効果】」 
  のような組み合わせがあります。 
 
（２）文字数 
・要約は、発明や考案の概要を容易に理解できるように、要約文の文字数に制限を設けて

あります。【要約】の文字数は４００字以内とし、簡潔に記載します。ここで言う文字数

とは、【要約】の次行から、【選択図】の前行までの文字数であり、１行４０文字の記載

で１０行が 大となると考えてください。 
・外国語要約書も、日本語に翻訳したときに４００字以内となるように記載します。 
・記載方法として、項分け見出し（【課題】、【解決手段】等）が変わる場合のみ改行し、項

分け見出しの中では改行せずに記載してください。また、課題、解決手段等の文章は、

項分け見出し（【課題】、【解決手段】等）に空白を空けずに続けて記載し、改行しないで

ください。 
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２－１－３．選択図 ２－１－３．選択図 

  
 選択図は、発明や考案の概要を理解する手助けとなるものであって、要約と共に見たと

きに発明や考案の概要が速やかにかつ的確に把握できるものを選択してください。 
 選択図は、発明や考案の概要を理解する手助けとなるものであって、要約と共に見たと

きに発明や考案の概要が速やかにかつ的確に把握できるものを選択してください。 
  
（１）選択図の項目 （１）選択図の項目 
 選択図の項目は、【選択図】としてください（【選択図面】、【参照図】等の別の表現で記

載しないでください。）。 
 選択図の項目は、【選択図】としてください（【選択図面】、【参照図】等の別の表現で記

載しないでください。）。 
  
（２）選択する図面は１つのみ （２）選択する図面は１つのみ 
 選択図は、願書に添付された図面の中から、【 】で囲まれた番号を単位として１つしか

選択できません。また、【選択図】の項には、「図１」のように番号を記載してください（図

そのものは記載しないでください。）。また、選択図は、図面から選択するものであって、

明細書や請求の範囲に記載の化学式や数式（【化１】、【数１】等）は選択できません。 

 選択図は、願書に添付された図面の中から、【 】で囲まれた番号を単位として１つしか

選択できません。また、【選択図】の項には、「図１」のように番号を記載してください（図

そのものは記載しないでください。）。また、選択図は、図面から選択するものであって、

明細書や請求の範囲に記載の化学式や数式（【化１】、【数１】等）は選択できません。 
  

【書類名】特許請求の範囲                                       
                                      

【書類名】明細書 
 
 
 
 
 
【化１】 

【書類名】図面 
【図１】 
 
 
 
【図２】 

【書類名】要約書 
【要約】 
【課題】○○○○○ 
【解決手段】○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ 
○○○○○ ○○○○○ 
【選択図】図１ 【選択図】図１ 

選択図は、図面から１つのみ選ん

でください。 

選択図は、明細書や請求の

範囲からは選べません。 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
（３）選択する図面がない場合 （３）選択する図面がない場合 
 図面を選択しない場合や図面がない場合には、「【選択図】なし」と記載してください（な

お、実用新案登録出願については「選択図」は必須となります）。 
 図面を選択しない場合や図面がない場合には、「【選択図】なし」と記載してください（な

お、実用新案登録出願については「選択図」は必須となります）。 
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（４）分図がある場合の注意事項 
 選択図は、図面に記載の【 】単位でのみの選択となります。よって、図面が（ア）の

ような場合、【選択図】の欄には「図１」と記載してください。（この場合、図１（ａ）、（ｂ）

の両図が掲載されます。複数の図面を選択したい場合有効。）また、図面が（イ）のような

場合は、「図１（ａ）」のように記載してください。 
 
（ア）分図が１つの図番で記載されている場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（イ）分図単位で図番が記載されている場合 

【書類名】図面 
【図１】 
 
 
 
 
     （ａ） 
 
 
 
 
     （ｂ） 

【書類名】図面 
【図１（ａ）】 
 
 
 
 
【図１（ｂ）】 
 
 
 
 

【要約】 
【課題】○○○○○ 
【解決手段】○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○ 
【選択図】図１ 

【書類名】要約書 

「図１（ａ）」又は「図１（ｂ）」

とは記載できません。 

【要約】 
【課題】○○○○○ 
【解決手段】○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○ 
【選択図】図１（ａ） 

「図１」とは記載できません。

【書類名】要約書 
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２－１－４．イメージ 

 
  出願形態がオンラインまたは書面のいずれかに関わらず、日本工業規格漢字コード表

Ｘ０２０８号（以下「ＪＩＳ規格」という。）掲載以外の文字等を使用して記載された数

式、化学式、表などは、イメージデータとして取り扱われます。 
 
（１）イメージを記載する方法 
・オンラインで出願する場合 
ＪＩＳ規格で記録することのできない化学式や数式等を記録する場合には、要約中の適

切な箇所にその化学式や数式等をイメージデータとして記録してください。 
※要約書では、イメージ挿入時に項目名（【数１】、【化１】等）を設ける必要はありません。 

 
・書面で出願する場合 
要約中の適切な箇所に化学式や数式等のイメージを記載してください。なお、要約中に

記載されたイメージは特許庁でイメージデータに変換されます。 
 
      オンライン及び書面出願のレイアウト 

 
 【書類名】要約書  
 【要約】 
 【課題】○○○・・・・・・・・○○○ 
 【解決手段】○○○・・・・・・○○○ 
 ○○○・・・・・・・・・・・・○○○ 
 ○○○・・・・・・・・・・・・○○○ 
 
 
      数式等のイメージ 
 
 
  
 ○○○・・・・・・・・・・・・○○○ 
 【選択図】図○ 

化学式や数式等のイメージ

 

 
 
 
（２）イメージを記載する時の注意点 
 要約書の掲載スペースには限りがありますので、大きなイメージや複数のイメージを記

載すると、要約文を記載するスペースが小さくなってしまいます。その結果、発明や考案

の概要がわかりづらくなってしまいます。したがって、要約にイメージを記載する場合は
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特に、以下のようにイメージのサイズに注意してください。 
 
・できるだけイメージは１つに 
複数のイメージを掲載すると要約のスペースがほとんどなくなってしまいますので、な

るべく記載するイメージは１つとしてください。 
 
・大きなイメージは縮小 
請求の範囲や明細書に記載の化学式等のイメージが大きい場合には、そのイメージを同

じ大きさで要約中に記載せずに、適当な要約文を記載することができる程度に、縮小し

たイメージを記載してください。 
 
・できるだけ、横長イメージで 

イメージは縦長にするよりも横長に記載したほうが無駄なスペースが少なくなります。 
 
 
（３）掲載可能なイメージの大きさ 
 公報のフロントページに要約が収まるために、実際にイメージの大きさをどの程度にす

る必要があるか、以下に目安を示しておきます。 
（注）改行の有無によりイメージを掲載できるスペースの大きさは変化します。 
 
・選択図がある場合（公報への掲載形態は＜参考１＞の「１．選択図がある場合」を参照） 
 
     要約の文字数         イメージを掲載できるスペースの大きさ 

  ２００字（１行４０文字で５行程度）であれば、縦５ｃｍ×横８ｃｍ程度 
  ３００字（   〃   ７行程度）  〃   縦３ｃｍ×横８ｃｍ程度 
  ４００字（   〃  １０行程度）  〃   縦１ｃｍ×横８ｃｍ程度 
 
・選択図がない場合（公報への掲載形態は＜参考１＞の「２．選択図がない場合」を参照） 

 
     要約の文字数         イメージを掲載できるスペースの大きさ 

  ２００字（１行４０文字で５行程度）であれば、縦６ｃｍ×横１６ｃｍ程度 
  ３００字（   〃   ７行程度）  〃   縦５ｃｍ×横１６ｃｍ程度 
  ４００字（   〃  １０行程度）  〃   縦４ｃｍ×横１６ｃｍ程度 
 

オンライン出願時におけるイメージのドット数と行数の関係を《補足

２》に示しますので、ご参照ください。
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２―２． 内容についての注意事項  

 

２－２－１．一般的注意事項 

 
（１）簡潔、明瞭な記載 
・文章は口語体とし、その発明または考案の要点を速やかにかつ的確に理解できるように、

簡潔で明瞭なわかりやすい文章にしてください。その場合に代表的な実施例に即して記

載してください。 
・外国語からの翻訳の場合、逐語訳とならないように、わかりやすい日本語としてくださ

い。 
・発明または考案の名称と重複する事項、従来技術、一般の技術者にとって自明な事項は

記載する必要はありません。 
（例）「本発明は」等は明らかであるので、書く必要はありません。 

・要約書の記載のみで技術的概要を理解できるように、他の文献や項目を引用した記載と

ならないようにしてください。 
 （例）悪い記載例 
    「特願○○○○－○○○○○○の発明が有する課題を解決する」 
    「特許請求の範囲に記載のように」 
    「図１に記載のように」 
 
（２）使用する用語・文字 
・用語は、その用語が有する普通の意味で使用するとともに、明細書、請求の範囲及び要

約書全体を通じて統一して使用してください。 
・明細書の中で定義している略称や略号を記載すると、要約の記載のみで技術的概要が理

解できないものとなってしまうので使用しないでください。ただし、慣用の略称や略号

は使用できます。（ＣＤ－ＲＯＭ、４ＷＤ等は慣用な表現なので可能です。） 
・単位は、記号で記載してください。（例）ｃｍ，ｋｇ，℃ 
・登録商標は、その登録商標を使用しなければその物を表示することができない場合に限

り使用し、その場合は、登録商標である旨を記載してください。（例）○○○（登録商標） 
・文字は、できるだけ全角で統一してください。 
・要約書は、その後、外国語（英語）へ翻訳され、ＰＡＪ（Patent Abstracts of Japan）（注）

として提供されますので、翻訳が容易な文章としてください。 
 
（注）ＰＡＪとは 
 外国での第三者により特許取得される問題を未然に防ぎ、途上国における審査の質の向

上に資するために、公開特許公報の書誌事項及び要約部分の英文翻訳と代表図面からなる

公開特許公報英文抄録を作成し、海外特許庁及び国際機関等に送付しています。 
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（３）【課題】の項についての注意事項 
・解決すべき課題及び必要に応じて技術分野を記載してください。 
・【課題】の項には、従来技術の問題点を記載するのではなく、どのようにしたいのかを

記載してください。また、発明や考案の名称から技術分野が不明な場合には技術分野を

記載してください。 
 （例）「従来は○○○であり、問題があった。」→「○○○となる○○○を提供する。」 
 
・技術的課題や発明または考案の対象となる物品名等は、具体的にかつ明確に記載して下 
 さい。 
 （例）「エンジンを改良する」→「エンジンの排気中の窒素酸化物を減少させる」 
    「電池の性能を向上させる」→「電池の大きな瞬時放電電流を低減させる」 
 
（４）【解決手段】の項についての注意事項 
 【解決手段】の項には、発明または考案の特徴部分を記載し、選択図がある場合には選

択図中にある符号を対応する構成の後にカッコで囲まずに付記してください。 
 請求の範囲をそのまま記載するのではなく、実施例に即して具体的に記載してください。

（請求の範囲は、権利となる発明や考案の技術範囲を特定するための記載であるのに対し

て、要約は発明や考案のポイントをわかりやすく説明するためのものですので、わかりや

すい記載となるよう心掛けてください。そのためには、構成を列挙するのではなく、主要

な構成を作用や機能と共に説明するとよいでしょう。） 
 
（５）【効果】の項についての注意事項 
 顕著な効果を記載することができますが、課題と効果とは表裏一体となっている場合が

多いので、【効果】の項を起こさずに【課題】の項で記載することができます。一般的には

【課題】と【解決手段】で記載することが多いようです。 
 
（６）符号 
 要約中に記載される構成に該当するものが選択した図の中にあるときには、その符号を

記載します。公報のフロントページには要約文と選択した図が示されますので、選択図に

使われている符号のみを用いてください。 
 
（７）カテゴリー 
 カテゴリーが複数ある場合（例えば、「装置と方法」等）には、すべてのカテゴリーにつ

いて記載することが望ましいですが、文字数の制約上それが困難な場合には、主となるカ

テゴリーについて記載し、その場合でもできるだけ他のカテゴリーが存在することを明記

してください。 
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２－２－２．技術分野別注意事項 

 
 各技術分野における要約書作成時に注意すべき点を記載しておきますので、要約書を作

成する際にご注意ください。 
 
（１）機械分野 
・機能や作動の観点から、要点がわかるように作動的に記載してください。 
・空調機器など各構成要素を流体が流れる物に関する発明または考案においては、構成を

羅列せずに流体の流れを追って記載してください。 
・油圧制御又は電子制御に関する発明または考案の場合も同様に、各構成要素を羅列せず

に、油や信号の流れを追って記載してください。 
・搬送装置に関する発明または考案の場合は、構成要素の配置を記載するのではなく、搬

送物の流れに沿って記載してください。 
 
（２）化学分野 
・特徴部分に係わる複数の化学構造式が明細書中に記載されている場合は、その特徴を

もよく表す化学構造式を要約中に含むようにします。 
・構造の複雑な物質は、できるだけ化学構造式で記載してください。 
・なお、化学構造式としてイメージを用いる際は、イメージのサイズに注意してください。 
・化合物の名称が複雑な場合は、名称の後に括弧付きの略称名を付し、以下、略称を用い

て記載することができます。 
・化合物の種類が多い場合は、マーカッシュ形式で記載することができます。 
（例）Ｒ－ＯＨ 
  （Ｒは、Ｃ１～４のアルキル基、アルケニル基、アリール基を示す。） 

 ［なお、マーカッシュ形式とは、特に化学の分野の発明に対して、発明を特定するため

に、ある事項に関し複数の選択肢があり、これらの選択肢が類似の性質又は機能を有する

場合に使用可能な表現方法です。］ 

 
・化合物の発明の場合は、用途又は有用性を記載し、必要に応じて製造方法の概略を記載

します。 
・高分子化合物の発明の場合は、物質を特定するための要件（繰り返し単位、分子量等）

を記載します。 
・合金、接着剤、除草剤、塗料等の組成物や混合物の発明については、これらの組成物等

の配合成分や有効成分、配合割合及びその用途を記載します。 
・化合物や組成物の製造方法、処理方法、重合方法、改質方法または変性方法の発明につ

いては、原料または配合成分、触媒、反応触媒、温度・圧力等の反応条件を具体的に記

載します。 
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・化学プロセスの発明については、物質の流れを選択図に基づいて記載します。 
・化学機器や装置等の発明または考案は、機器や装置の特徴のある部分を選択図に基づい

て記載します。 
・特定の化合物が構成要件の場合は、具体的に化合物名あるいは化学構造式を記載してく

ださい。 
・一般式を記載する場合は、実施例にある化合物または代表的な置換基を記載してくださ

い。その際、それら化合物または置換基が例示であることをできるだけ示してください。 
  （例）・・・Ｒ１はアルキル基、ハロゲン原子等。 
  （例）一例としてアセチルカルニン・・・ 
 
・塩基配列又はアミノ酸配列自体に特徴がある発明の場合は、由来、製法、生化学的機能

及び適当な場合は配列等の事項を簡潔に記載します。 
・塩基配列又はアミノ酸配列を表した配列表又は図面は、選択図として採用しないでくだ

さい。 
 
（３）電気分野 
・回路関連技術の発明または考案の場合、素子や回路間の接続状態を記載するのではなく、

回路の動作、信号の流れを記載してください。 
（例）「トランジスタＴｒ１のコレクタをトランジスタＴｒ２のベースに接続し････」  
 → 「トランジスタＴｒ１がオンするとトランジスタＴｒ２がオフし、････」 
・パルス回路の発明の場合には、できるだけ、１つの図面中に回路図と波形図が描かれた

図面を選択図としてください。（要約例３６を参照。） 
・デジタル回路の発明の場合には、できるだけ、１つの図面中に回路図とタイムチャート

が描かれた図面を選択図としてください。 
・通信方式の発明の場合には、機能の観点からできるだけ作動的に記載してください。 
・コンピュータ・ソフトウェア関連技術の発明で、 
（ａ）装置又は機能ブロックに特徴がある場合（装置の発明の場合に多い）には、【解決手 
  段】の項では特定部分の処理・手順を説明します。【選択図】は、装置構成図又は機能 
  ブロック図を選択します。 
（ｂ）装置又は機能ブロックに特徴がなく、処理・手順に特徴がある場合（方法の発明の 
  場合に多い）には、【解決手段】の項では特定部分の処理・手順、処理の概念（アルゴ 
  リズム）を記載します。【選択図】は、処理・手順を示したフローチャートを選択しま 
  す。 
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２－３．よくある不適切な例 

（１）【要約】の箇所での不適切な例 
 
【要約】の文字数が４００字を越えている 
 ４００字以内となるように、簡潔に記載してください。 
 
 項分け見出しに「【 】」を用いずに、「［ ］」等が使用されている 
 項分け見出しは「【 】」を用いてください。 
 
 項分けがされていない 
【課題】、【解決手段】等の項分けをして記載してください。特に、外国語から翻訳した場

合には注意してください。 
 
 記載が簡潔・明瞭でない 
 文章は口語体とし、発明の要点を理解できるように簡潔明瞭な文章で実施例に即して記

載してください。（「この出願は」、「本発明は」などの明らかであることは記載する必

要はありません。） 
 
 明細書、請求の範囲または図面や、他の出願を引用した記載がある 
「図１の部材１０を」、「請求項１に係る発明では」、「特開○○○○－○○○○○○が有

する課題を」等の記載は、要約書のみで発明や考案が理解できませんので、記載しない

ようにしてください。 
 
 選択図の中に符号が正しく用いられていない 
 選択した図面とともに見て発明または考案の概要を理解できるように、選択図に記載さ

れている符号については、対応する構成の後にカッコで囲まずに付記してください。 
 
 請求の範囲の記載がそのまま記載されている 
 要約は、発明または考案の概要を平易かつ明瞭で、簡潔に記載してください。 
 
 構成要素が羅列されているのみで、構成要素の相互関係が不明である 
 構成要素間の関係を機能や作用とともに説明して、単なる構成の羅列とならないように

してください。 
 
 化学式等のイメージが大きすぎる 
 フロントページに収まる大きさのイメージとしてください。 
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【課題】の項に従来技術の問題点が記載されている 
 従来技術の問題点ではなく、どのようにしたいのかを記載してください。 

 
（２）【選択図】の箇所での不適切な例 

 
 明細書や請求の範囲に記載のイメージを選択している 
【化１】【数１】【表１】等のイメージは選択図にはできません。選択図は出願書類の図面

からのみ選択できます。 
 
 複数の図面を選択している 
 選択図は１つのみ選択してください。 
 
 図面の【 】単位で選択していない 
 図面において【図１】（ａ）（ｂ）とある場合には、選択できるのは「図１」となります

が（（ａ）（ｂ）の両方が掲載される）、図面において【図１（ａ）】と【図１（ｂ）】と

ある場合には、選択できるのは「図１（ａ）」か「図１（ｂ）」の何れかとなります。 
 
 選択図にイメージ自体が記載されている 
「【選択図】図１」のように記載してください。図そのものは記載できません。 
 
 選択する図面がない場合に「【選択図】」の後が空欄となっている 
「【選択図】」の後に「なし」と明記してください。（なお、実用新案登録出願においては、

図面および選択図は必須となっております。） 
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３．技術分野別要約書例 

 
 ＩＰＣ（国際特許分類）の各セクション（Ａセクション～Ｈセクション）に対して、要

約書の【要約】と【選択図】の箇所の記載例を数例ずつ掲載しますので、要約書を作成す

るときの参考にしてください。 
 また、特定の技術分野については要約書作成時に注意すべき点を記載しておきますので、

合わせて参考にしてください。 
 
 
【技術分野】植物栽培、林業 
【ＩＰＣ】Ａ０１Ｇ 
 
要約例１ Ａ０１Ｇ  ３１／００  
【発明の名称】植物栽培方法及び装置   
 
【要約】 
【課題】野菜等を、一定の容器中で、更に複数の小群の 
集まりとして育成することにより、栽培、処理、育成、 
出荷作業を一括して簡便かつ効率的に行う。   
【解決手段】プラスチック、金属等で作られた本体１に 
複数の栽培基部２を凹陥部として形成し、この中で植物 
を育てる。壁体３が上方に伸び栽培基部２で育つ植物が 
上方に伸びていける空間４を形成する。この空間４は切 
欠５又は孔等によって外部側方に通じ通気等が行われる 
。積み重ねる場合は壁体３の上部に係合する。栽培され 
た根は栽培基部２によって規制されて外方に伸びること 
がなく、また茎は一かたまりになって上方に伸びる。 
【選択図】図１ 
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【技術分野】農薬 
【ＩＰＣ】Ａ０１Ｎ 
【注意事項】 
・組成とその割合、用途や効果を記載する。 
・一般名称で示される化合物は、できるだけ化学式を併記する。 
 
要約例２ Ａ０１Ｎ ４７／３６  
【発明の名称】除草剤組成物 
 
【要約】 
【課題】農園芸物に薬害を及ぼさず、低薬量で一年性イネ科雑草、一年性広葉雑草、及び

多年性雑草を防除可能な除草剤を提供する。   
【解決手段】式 

で表される化合物を有効成分として、（Ⅰ）；１重量部、（Ⅱ）；0.001～50 重量部含む除草剤

組成物。 
【選択図】なし 
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【技術分野】食品 
【ＩＰＣ】Ａ２３ 
【注意事項】 
・添加成分とその割合、製法や加工上の諸条件、性質や用途を記載する。 
・食品の処理技術は、用いる材料、処理手段を具体的に記載する。 
 
要約例３ Ａ２３Ｌ １／１６ 
【発明の名称】即席冷凍乾燥麺類の製造方法 
 
【要約】 
【解決手段】うどん、スパゲッティ等の麺類を蒸熱茹処理等のα化処理する。その後、麺

の歩留り（使用する原料に対する製品の割合）を 350～500％に調整し、急速凍結乾燥する

即席冷凍乾燥麺類の製造方法。処理条件；急速凍結処理を－40～－180℃で２～20 分間行

ない、真空乾燥処理をプレート温度30～50℃で0.1～0.5Torrの減圧下に15～30時間行う。 
【効果】これにより得られる麺類は復元性に優れるほか、麺線のほぐれ、麺の保形性、保

存性、食味等の点で従来の急速凍結乾燥処理したものより優れている。 
【選択図】なし 
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【技術分野】医薬、化粧品 
【ＩＰＣ】Ａ６１Ｋ 
【注意事項】 
・医療用、化粧用製剤は、組成及びその割合、製剤の形状等のこの製剤を特定する要件を

すべて記載する。これらの記載から製剤の使用形態がわからない場合には、使用形態も

記載することが望ましい。 
・一般名称で示される化合物は、できるだけ化学式を併記する。 
・製剤の製造方法の発明では、薬効成分、添加剤等の配合割合、製法上の諸条件、製剤の

形状、状態、性質等を記載する。 
・医薬の発明では、使用される物質と医療用途を明記する。この場合、物質はできるだけ

化学式で記載し、医療用途は具体的な薬理効果（対象疾患又は機能的表現により）を記

載する。 
 
要約例４ Ａ６１Ｋ ７／００  
【発明の名称】油中水型乳化化粧 
 
【要約】 
【課題】水を多量に含有させ、油性感やべたつき感を少なくする。 
【解決手段】下記の１～３の三成分からなる乳化剤で乳化した油中水型乳化化粧料。１）

式ＲＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ〔Ｒ；Ｃ１１～Ｃ２４のメチル分岐飽和炭化水素基〕で表

されるα―モノ（メチル分岐アルキル）グリセリルエーテル；94～43 重量％、２）Ｃ１０～

Ｃ２２の飽和脂肪酸の多価金属塩；0.4～9.8 重量％、３）水に対する溶解度が 20℃で 0.2ｇ
／100ｇ水以上の無機塩；８～54 重量％ 
【選択図】なし 
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【技術分野】分離、混合  
【ＩＰＣ】Ｂ０１Ｄ，Ｂ０１Ｆ 
【注意事項】 
・処理方法の発明では、使用する膜、吸着剤等の形状・構造、材質と被処理物を具体的に

示した上で、処理手順・処理条件等を明らかにする。 
 
要約例５ Ｂ０１Ｄ ７１／０８ 【発明の名称】液体混合物の分離方法 
 
【要約】 
【課題】高い分離係数、高い透過速度で液体混合物を分離する。 
【解決手段】有機液体（例；エステル類、ケトン類）を含有する液体混合物のパーベーパ

レーション法による分離方法。キトサンの遊離アミノ基の少なくとも 10 モル％が、ＮＨＣ

ＯＲ（Ｘ）ｎ又はＮＨＯＲ（Ｘ）ｎ基〔Ｒ；Ｃ２～Ｃ５０の炭化水素基、Ｘ；ＯＨ、ＣＯＯＨ、

ＳＯ３Ｈから選ばれた基、ｎ；１又は２〕で置換されたＮ―変性キトサン膜を用いる。 
【選択図】なし 
 
 
【技術分野】塗布  
【ＩＰＣ】Ｂ０５ 
【注意事項】 
・何を（塗布するもの）、何に（被塗布物）対して、どのような手段・方法、または装置を

用いて塗布するのかを明らかにする。 
 
要約例６ Ｂ０５Ｄ ７／０４  
【発明の名称】フィルムにホットメルト樹脂を塗布する方法 
 
【要約】 
【課題】塗布むらが生じたり、塗布面が収縮変形してフ 
ィルム幅が変化しないようにする。使い捨ておむつの裏 
面シート等の製造に特に適する。 
【解決手段】合成樹脂フィルム１を、その長さと幅の両 
方向に緊張させつつ、吸着領域２、３を有する冷却ロー 
ル４の表面に供給する。合成樹脂フィルム１の被塗布領 
域を吸着領域２、３に吸着させつつ、塗布ノズル１０か 
らホットメルト樹脂を噴出させ被塗布領域に塗布する。 
同時に、冷却ロール４で冷却する。 
【選択図】図３ 
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【技術分野】工作機械の制御  
【ＩＰＣ】Ｂ２３Ｑ 
【注意事項】 
・選択図はフローチャートが望ましく、解決手段はフローチャートの手順に対応させて説

明する。 
・フローチャートが詳しい場合には、請求の範囲に記載されている手順に対応するように

フローチャートのブロックを区切って、区切られたブロック群の手順を説明する。 
 
要約例７ Ｂ２３Ｑ ３／１５５ 
【発明の名称】工作機械の工具交換方法 
 
【要約】 
【課題】多数の工具を交換使用する工作機械において、 
工具取替えのための作業時間を短縮する。 
【解決手段】ＮＣ工作機械に使用される工具をグループ 
分けし、グループ名、予備工具数、工具番号、使用工具 
番号をＣＰＵにインプットする。工具交換指令により、 
使用工具番号よりグループ名と予備工具数を検索するＳ 
１。予備工具がある場合Ｓ２、使用工具番号を呼び出し 
Ｓ４、同一グループ番号の工具を検索するＳ５。使用工 
具マークテーブルに登録された直前工具の次位の工具番 
号を確定し、使用工具マークテーブルに登録するＳ６。 
登録された新しい工具番号に従って工具を自動的に交換 
し、作業を再開する。 
【選択図】図１ 
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【技術分野】プラスチックの成形   
【ＩＰＣ】Ｂ２９Ｃ，Ｂ２９Ｄ 
【注意事項】 
・どのような材料（プラスチックの種類）をどのような方法・手段、または装置を用いて、

どのような成形品を製造するのかを明らかにする。 
（プラスチックの種類）をどのような方法・手段、または装置を用いて、

どのような成形品を製造するのかを明らかにする。 
  
要約例８ Ｂ２９Ｃ ５５／２８  
【発明の名称】インフレーションフィルムの製造方法 
 
【要約】 
【課題】インフレーションフィルムのバブルの静止状態 
を保ち、シワ、タルミ、偏肉のないフィルムを得る冷却 
手段を提供する。 
【解決手段】バルブ４を囲む気体吹出装置５から冷却用 
気体を、溶融状態のバブル４に沿ってその進行方向に流 
す。そして、水冷装置７より前、即ちバブル４のフロス 
トライン発生前で、バブル４を囲む気体吸込装置６に吸 
込ませる。気体吹出装置５と気体吸込装置６の間で溶融 
状態のバブル４の表面に沿ってエアーカーテンが生じる。 
このエアーの流れにより溶融状態のバブル４を冷却する 
と共に、バブル４の形状に沿って生じる外圧によりバブ 
ル４を安定化させる。 
【選択図】図１ 
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【技術分野】積層体   
【ＩＰＣ】Ｂ３２Ｂ 
【注意事項】 
・その用途、各層の材料・形状とその組み合わせ、さらに製法の工程や手段を記載する。 の用途、各層の材料・形状とその組み合わせ、さらに製法の工程や手段を記載する。 
  
要約例９ Ｂ３２Ｂ ２７／２８  
【発明の名称】共押出し複合フィルム 
 
【要約】 
【課題】スライスハム等のボイル殺菌を要する食品の包装に適した、四層からなる共押出

し複合フィルムを提供する。 
【解決手段】第１層がエチレン含有率 30～58 モル％、けん化度 95 モル％以上のエチレン

－酢酸ビニル共重合体けん化物；第２層が６，６－ナイロン；第３層が変性ポリオレフィ

ン；第４層がアイオノマー樹脂及びエチレン－酢酸ビニル共重合体から選ばれたシール材

層からなる複合フィルム。第１層から第４層をこの順序となるように、共押出成形して製

造する。 
【選択図】なし 
 
 
【技術分野】廃液処理 
【ＩＰＣ】Ｃ０２Ｆ 
【注意事項】 
・使用する処理材等の形状・構造・材質、あるいは薬剤等と、被処理物を具体的に示した

上で、処理手順・条件を記載する。 
 
要約例１０ Ｃ０２Ｆ １／５８  
【発明の名称】リン含有有機性廃水の処理方法 
 
【要約】  
【課題】廃水中に含まれるリンを、肥料として価値あるリン酸カルシウム、リン酸マグネ

シウムとして回収する。 
【解決手段】リン含有有機性廃水を、生物処理工程で処理した後、この処理水を蒸発濃縮

する。この濃縮液にカルシウム化合物又はマグネシウム化合物を添加して固液分離する。 
【選択図】なし 
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【技術分野】ガラス 
【ＩＰＣ】Ｃ０３Ｃ 
【注意事項】 
・組成と割合の他に、その特性、用途、効果を記載する。 
 
要約例１１ Ｃ０３Ｃ ３／０６２  
【発明の名称】Ｎａイオン伝導性ガラス質組成物 
 
【要約】               
【課題】均質性、成形性、耐蝕性に優れており、電気自動車の電力源や電力貯蔵用電池の 固
体電解質として好適なガラス質組成物を提供する。 
【解決手段】モル％表示で、Ｎａ２Ｏ15～30；ＺｒＯ２15～25；Ｐ２Ｏ５10～20；ＳｉＯ２20
～60 を含有するガラス質組成物。 
【選択図】なし 
 
 
【技術分野】セラミックス 
【ＩＰＣ】Ｃ０４Ｂ 
【注意事項】 
・組成と割合の他に、その特性、用途、効果を記載する。 
 
要約例１２ Ｃ０４Ｂ ３５／５６ 
【発明の名称】非酸化物系複合セラミックス焼結体 
 
【要約】 
【解決手段】硼素―炭素系の焼結助剤を含有するＳｉＣに、Ｚｒ、Ｖ、Ｗ、Ｍｏの炭化物

より選ばれる一種以上を５～95 重量％含有させたセラミックス焼結体。 
【効果】高密度で、かつ高靭性であり、耐熱性、電気伝導性にも優れているので放電加工

も可能である。 
【選択図】なし 
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【技術分野】低分子化合物（製造方法） 
【ＩＰＣ】Ｃ０７Ｃ 
【注意事項】 
・製造を特定する要件をすべて記載する。好ましい装置、条件等がある場合は、それを記

載することが望ましい。 
 
要約例１３ Ｃ０７Ｃ ２０５／０６  
【発明の名称】ニトロベンゼンの製造方法 
 
【要約】 
【課題】ベンゼンのニトロ化工程で使用した硫酸を中濃度に濃縮し循環・再使用し、付加

的な精製を要せず、長期間ニトロ化装置の連続運転を可能にする。  
【解決手段】硝酸と硫酸の混合物を用いてベンゼンの等温的ニトロ化を行う。生成するニ

トロベンゼンを分離し、蒸発によって硫酸を濃縮し、かつ濃縮した硫酸をベンゼンニトロ

化工程へ循環させる。このニトロ化工程において、使用済硫酸を 130～150℃における減圧

下での蒸発によって 75～92％の中濃度に濃縮して循環させる。 
【選択図】なし 
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【技術分野】低分子化合物（物質、医薬） 
【ＩＰＣ】Ｃ０７Ｃ，Ａ６１Ｋ 
【注意事項】 
・化学物質は、できるだけ化学式で記載する。 化学式で記載する。 
・化合物の用途または有用性を記載し、必要に応じて製造方法も記載する。 ・化合物の用途または有用性を記載し、必要に応じて製造方法も記載する。 
・医薬については、使用される物質と医薬用途を記載する。この場合、物質はできるだけ

化学式で記載し、医薬用途は具体的な薬理効果（対象疾患または機能的表現により）を

記載する。 

・医薬については、使用される物質と医薬用途を記載する。この場合、物質はできるだけ

化学式で記載し、医薬用途は具体的な薬理効果（対象疾患または機能的表現により）を

記載する。 
  
要約例１４ Ｃ０７Ｃ ２１７／１４， Ａ６１Ｋ ３１／１３５ 
【発明の名称】２―（ω―アミノアルコキシ）ジフェニルメタン化合物及び抗うつ剤 
 
【要約】  
【解決手段】式  
 
 

ＣＨ２ 

Ｏ（ＣＨ２）ｎＲ

 
 
 
 
〔ｎ；４又は５、Ｒ；アミノ基、Ｃ１～Ｃ５のアルキルアミノ基、モルホリノ基、１―ピペ

リジル基又は４―メチル―１―ピペラジニル基〕で表される２―（ω―アミノアルコキシ）

ジフェニルメタン化合物、及びそれを含有する抗うつ剤。 
【効果】この化合物は強い抗レセルピン作用を有し、かつ毒性が低いため抗うつ剤として

有用である。 
【選択図】なし 
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【技術分野】高分子化合物（触媒） 
【ＩＰＣ】Ｃ０８Ｆ，Ｃ０８Ｇ 
【注意事項】 
・触媒の製造工程を示すフローチャートがある場合には、選択図とすることが望ましい。 製造工程を示すフローチャートがある場合には、選択図とすることが望ましい。 
・使用する触媒に特徴がある場合には、その触媒の製造工程を記載する。 ・使用する触媒に特徴がある場合には、その触媒の製造工程を記載する。 
  
要約例１５ Ｃ０８Ｆ ４／６４ 【発明の名称】オレフィン類の重合用触媒 
 
【要約】 
【解決手段】（Α）（１）１．Ｔｉハロゲン化物、２．ジアルコキシＭｇ、３．芳香族ジカ

ルボン酸ジエステル、４．芳香族炭化水素、１～４の接触物、（２）芳香族炭化水素；（１）

と（２）を加熱処理、（Ｂ）（１）有機Αｌ（２）ＳｉＲｍ（ＯＲ′）４―ｍ〔Ｒ；水素、Ｃ３

～Ｃ７のアルキル基、Ｒ′；Ｃ２～Ｃ１１のアルキル基、ｍ；０≦ｍ≦４〕上記（Ａ）及び（Ｂ）

からなるオレフィン重合用触媒。 
【効果】この触媒は活性が高く、整った粒度分布をもつ高立体規則性の重合体を高収率で

製造できる。 
【選択図】なし 
 
【技術分野】高分子化合物（物質、製造法） 
【ＩＰＣ】Ｃ０８Ｆ，Ｃ０８Ｇ 
【注意事項】 
・製造法の発明では、出発原料のほか、触媒、反応媒体、温度・圧力等の反応条件につい

て具体的に記載する。 
・高分子化合物自体の発明では、繰り返し単位の化学式、その組成比、及び分子量等の化

合物の構造を特定するのに必要な事項を記載する。また、化合物の性質・用途は具体的

に記載する。 
 
要約例１６ Ｃ０８Ｆ ２１２／０８  

【発明の名称】メタクリルアミド系共重合体の製造法 

 

【要約】 

【解決手段】下記１）～２）の原料モノマーを有機溶剤中で沈澱重合させる。１）メタク

リルアミド；５～50 重量部２）スチレン、メチルメタクリレート、又はアクリロニトリル；

95～50 重量部 

【効果】重合系からの生成重合体の濾別及び乾燥が容易となり、溶剤を循環使用できる。

また、生成重合体の耐熱性、流動性、着色性も優れている。 

【選択図】なし 
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【技術分野】高分子組成物 
【ＩＰＣ】Ｃ０８Ｌ 
【注意事項】 
・組成とその割合、性質・用途を記載する。 
・添加成分が上位概念、あるいは性質、機能・作用的表現で示されている場合には、代表

的な具体例をなるべく記載する。 
 
要約例１７ Ｃ０８Ｌ ２５／０４  
【発明の名称】ポリフェニレンエーテル系樹脂組成物 
 
【要約】 
【解決手段】１）ポリフェニレンエーテル；５～95 重量％、２）ビニル芳香族炭化水素樹

脂；95～５重量％からなる樹脂組成物 100 重量部、及び３）脂肪酸カリウム塩とアルキル

ベンゼンスルホン酸カリウム塩との混合物；0.5～10 重量部からなるポリフェニレンエーテ

ル系樹脂組成物。 
【効果】帯電性を防止した実用性のある組成物が得られる。電気絶縁性が要求されない用

途分野での帯電による種々のトラブルを避けることができる。 
【選択図】なし 
 
 
【技術分野】高分子組成物の用途（塗料、接着剤） 
【ＩＰＣ】Ｃ０９Ｄ，Ｃ０９Ｊ 
【注意事項】 
・組成とその割合、性質・用途を記載する。用途は単に、例えば「接着剤」と記載するの

ではなく、「電気機器部品用接着剤」のようにできるだけ具体的に記載する。 
 
要約例１８ Ｃ０９Ｄ １６７／０８  

【発明の名称】ミスト汚染防除性吹付塗装用被覆組成物 

 

【要約】 

【解決手段】１） 油長 30～44％のアルキッド樹脂；100 重量部、２） 塩素含量 60 重量％

以上の塩素化ポリオレフィン；５～100 重量部、３） 沸点 80～120℃の有機溶剤を全溶剤

中に 40～100 重量％含有する溶剤を含有する吹付塗装用被覆組成物。 

【効果】オーバースプレイで塗料ミストが発生しても、短時間に溶剤が揮発して非粘着性

の粒子となる。このため付着粒子は容易に払い落せるので周囲を汚染しない。 

【選択図】なし 
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【技術分野】潤滑剤 
【ＩＰＣ】Ｃ１０Ｍ 
【注意事項】 
・潤滑剤組成物の発明では、組成とその割合、性質・用途または効果を記載する。 
 
要約例１９ Ｃ１０Ｍ １５５／０２  

【発明の名称】フロン雰囲気下で用いる潤滑油 

 

【要約】  

【課題】フロン雰囲気下で優れた耐摩耗性、極圧性があり、更に色相安定性や鉄・銅の防

錆性を高めた潤滑油を提供する。特に冷凍機、ロータリー圧縮機に適する。  

【解決手段】潤滑油基油に高級脂肪酸変成シリコーンオイルを 20～10,000 重量ｐｐｍ（好

ましくは 70～3,000 重量ｐｐｍ）配合した潤滑油組成物。変成シリコーンオイルはジメチ

ルポリシロキサンのメチル基の一部又は全部をＣ１０～Ｃ２２の高級脂肪酸で置換したもので

ある。 

【選択図】なし 
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【技術分野】微生物、微生物による化合物の製法 
【ＩＰＣ】Ｃ１２Ｎ，Ｃ１２Ｐ 
【注意事項】 
・微生物の分類学上の位置、微生物を特徴づける性質、微生物の製法もしくは入手方法（受

託番号）を記載する。 託番号）を記載する。 
・微生物の用途または有用性を記載する。 ・微生物の用途または有用性を記載する。 
・微生物による化合物の製法の発明では、製造される物質をできるだけ化学式で記載し、

使用する微生物を記載し、特徴がある場合には具体的な製造条件を記載する。また、製

造される物質の用途または有用性を記載する。 

・微生物による化合物の製法の発明では、製造される物質をできるだけ化学式で記載し、

使用する微生物を記載し、特徴がある場合には具体的な製造条件を記載する。また、製

造される物質の用途または有用性を記載する。 
  
要約例２０ Ｃ１２Ｐ ２１／０２  
【発明の名称】抗生物質ＳＦ―２３３９２の製造法 
 
【要約】   
【解決手段】ダクチロスポランギウム（Dactylosporang‐ium）属に属する微生物を培養し

て、 
    ＣＨ３   ＣＨ３   ＣＨ３   ＣＨ３ 
 
       ＣＨ        ＣＨ 
 
    Ｈ２Ｎ－ＣＨ－ ＣＯＮＨ －ＣＨ－ＣＯＮＨ－Ｏ－ＣＨ－ＣＯＯＨ 
 
                           ＣＨ－ＣＯＯＨ 
 
                           ＯＨ 
 
で表される抗生物質ＳＦ―２３３９２を製造する。 
【効果】グラム陽性菌及びグラム陰性菌に対する抗菌剤として優れている。 
【選択図】なし 
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【技術分野】遺伝子工学（一般、ＤＮＡ、ベクター） 
【ＩＰＣ】Ｃ１２Ｎ 
【注意事項】 
・遺伝子工学一般及びＤＮＡに関して、配列に特徴がある場合には、その由来または製法、 
 生化学的機能等を記載する。必要に応じて配列を記載する。 
・ベクターに関して、ベクターの構造をできるだけ記載し、その製造方法の概略を記載す

る。また、ベクターの有用性について記載する。 
 
要約例２１ Ｃ１２Ｎ １５／３１ 【発明の名称】シグナル配列をコードするＤＮＡ 
 
【要約】   
【解決手段】菌体外酵素α―アミラーゼを生産するバチルス・ズブチルス(Bacillus subtilis)
ＮＡ６４株の染色体から、下記の配列； 
 
  ＡＴＧ ＴＴＴ ＧＣＡ ＡＡＡ ＣＧＡ ＴＴＣ 

   ＡＡＡ ＡＣＣ ＴＣＴ ＴＴＡ ＣＴＧ ＣＣＧ 

   ＴＴＡ ＴＴＣ ＧＣＴ ＧＧＡ ＴＴＴ ＴＴＡ 

  ＴＴＧ  ＣＴＧ ＴＴＴ ＴＡＴ ＴＴＧ ＧＴＴ 

   ＣＴＧ ＧＣＡ ＧＧＡ ＣＣＧ ＧＣＧ ＧＣＴ 

   ＧＣＧ ＡＧＴ ＧＣＴ ＧＡＡ ＡＣＧ ＧＣＧ 

   ＡＡＣ ＡＡＡ ＴＣＧ ＡＡＴ ＧＡＣ 

 
で表されるα―アミラーゼのシグナルペプチドをコードするＤＮＡを単離した。 
【効果】このＤＮＡを外来遺伝子の直前に接続し、枯草菌中で遺伝子を発現することによ

り、遺伝子産物を効率よく菌体外に分泌させることができる。 
【選択図】なし 
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【技術分野】鉄冶金 
【ＩＰＣ】Ｃ２１Ｄ 
【注意事項】 
・熱処理する材料・製品、処理条件（例、加熱・冷却温度、加熱・冷却速度、加熱保持時

間等）、加工条件（例、加工温度、加工率等）等を記載する。 
 
要約例２２ Ｃ２１Ｄ ９／５２  
【発明の名称】二相ステンレス鋼のホットストリップの製造方法 
 
【要約】  
【解決手段】Ｆｅ－Ｃｒ－Ｎｉを主成分とする二相ステンレス鋼のホットストリップの製

造工程に関する。圧延終了温度を 850℃以上に保ち、圧延終了後ただちに冷却速度 10℃／

分で 600～750℃まで冷却した後巻き取る。 
【効果】ホットストリップの冷却中にσ相が析出せず、またコイル巻き戻し時にσ脆化に

よる割れが生じない。 
【選択図】なし 
 
 
【技術分野】合金 
【ＩＰＣ】Ｃ２２Ｃ 
【注意事項】 
・組成とその割合（及び必要に応じて組成状態）、及び性質・用途、効果等を記載する。 
 

要約例２３ Ｃ２２Ｃ ３８／３２ 
【発明の名称】炭素含有量の低い圧力容器用クロムモリブデン鋼 

 

【要約】 

【解決手段】重量割合で、Ｃ；0.02～0.08％、Ｓｉ；0.03～0.50％、Ｍｎ；0.30～0.70％、

Ｃｒ；1.80～2.60％、Ｍｏ；0.81～1.20％、及びＡｌ；0.04～0.10％、Ｂ；0.0010～0.0040％

を含み、残部は実質的にＦｅ及び不可避的不純物からなり、微細なベントナイトの均一組

織を有する溶接性に優れたクロムモリブデン鋼。 

【効果】圧力容器用 21／４Ｃｒ―１Ｍｏ鋼の溶接性を改善するため、Ｃ含有量を 0.08％以

下に限定した。Ａｌ―Ｂ処理による組織改善で、過酷な応力除去焼きなましの処理後も、

所定の強度と靭性を維持できる。 

【選択図】なし 
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【技術分野】金属の表面処理 
【ＩＰＣ】Ｃ２５Ｄ 
【注意事項】 
・浴組成（組成成分及び組成割合）、処理方法の種類、形成される層の構造（金属の種類、

性状）を記載する。 
・対象とする被処理材料・物品はできるだけ記載する。 象とする被処理材料・物品はできるだけ記載する。 
  

要約例２４ Ｃ２５Ｄ ３／４８ 【発明の名称】純金めっき液 
 

【要約】 

【解決手段】シアン化金カリウム；２～16ｇ／ｌ、クエン酸塩；５～200ｇ／ｌ、リン酸塩；

５～100ｇ／ｌ、硫酸アンモニウム；10～150ｇ／ｌ、Ｔａ、Ｃｅ、Ｐｂ、Ｓｂ、Ａｓ、Ｂ

ｉ及びＴｅから選ばれる一種の金属化合物；0.1～40 ㎎／ｌ含有する純金めっき液。 

【効果】金量が少なく、高い陰極電流密度がとれ、低い液温で使用できる。更に、半導体

製品において、密着性、耐熱性、ボンディング性及び半田ぬれ性が良い純金めっき層を析

出できる。 

【選択図】なし 

 
 
【技術分野】合成繊維の製造 
【ＩＰＣ】Ｄ０１Ｆ 
【注意事項】 
・製造法の発明では、原料とその状態（例、溶液、溶融物）、延伸・紡糸方法、繊維の仕上

げ、繊維の構造・特性、用途等を記載する。 
・繊維自体の発明または考案では、繊維の組成とその割合、繊維の構造と性質、及び用途

もしくは効果を記載する。 
 
要約例２５ Ｄ０１Ｆ ６／６２ 【発明の名称】ゴム補強用ポリエステル繊維の製造法 
 
【要約】 
【課題】高弾性率、低収縮率のゴム補強用織物に適したポリエステル繊維の製造方法。 
【解決手段】極限粘度 1.1 以上のポリエステルを口金から吐出し、紡出糸条を冷却固化した

後、引取速度 1500ｍ／分以上で引取る。引き続き又は一旦巻き取った後に糸条を５倍以下

の延伸倍率で１段又は多段で延伸する。全延伸倍率の 80％以上の延伸が終了した後に多段

に分割された小きざみなストレッチを加えつつ熱処理して、極限粘度 0.92 以上のポリエス

テル繊維を得る。 
【選択図】なし 
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【技術分野】撚縮加工糸 
【ＩＰＣ】Ｄ０２Ｇ 
【注意事項】 
・機能、作用の観点から工程を作動的に記載する。 
 
要約例２６ Ｄ０２Ｇ １／０２ 【発明の名称】形態変化に富む特殊捲縮加工糸の製法 
 
【要約】 
【課題】形態変化に富む加工糸を簡易な方法で製造する。 
【解決手段】仮撚加撚体として旋回ノズル５を用い、熱 
可塑性マルチフィラメント糸条１を旋回ノズル５の糸道 
孔の中心軸から偏位して走行させる。糸条１を旋回流体 
の求心力によりノズル５の中心に引き寄せたり、引き戻 
させて加熱、解撚を不均一化して、収束部分１０と大き 
な崇高捲縮部分１１とが混在した加工糸を得る。 
【選択図】図１ 
 
 
【技術分野】織物 
【ＩＰＣ】Ｄ０３Ｄ 
 
要約例２７ Ｄ０３Ｄ １５／００ 【発明の名称】光学繊維織物 
 
【要約】 
【課題】導光性を損なうことなく、光学繊維の折れ曲が 
りや損傷の発生、境界部の移動を防ぐ。 
【解決手段】漏光領域２と導光領域１とを有する光学繊 
維１０を緯糸とし、両領域の境界部４及び導光領域１を 
経糸４０により、もじり組織に形成する。これらを任意 
の間隔で押さえ糸８０、８１により拘束させた光学繊維 
織物。 
【効果】光学繊維の端部から入射した光を、漏光領域で 
光学繊維の表面に傷をつけたり、屈曲させ、そこから漏 
光として取り出す。装飾やディスプレイに用いられる。 
【選択図】図５ 
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【技術分野】繊維の化学的処理 
【ＩＰＣ】Ｄ０６Ｍ 
【注意事項】 
・繊維の処理方法の発明では、処理剤の組成とその組成比、被処理物の種類（例、絹）及

び形態（例、繊維、糸、織物）、処理目的（または処理剤の作用）、処理された製品の主

な用途等を具体的に記載する。 
 
要約例２８ Ｄ０６Ｍ １３／４０ 【発明の名称】絹繊維の改質方法 
 
【要約】 
【課題】絹本来の風合い、光沢、染色性等の長所を損なうことなく、絹繊維に防しわ性、

防縮性、イージーケア性、崇高性、耐摩耗性を与えて品質を高める。 
【解決手段】式 ＲＣＨ（ＮＨ２）ＣＯＯＨ［Ｒ；水素、メチル、カルボキシル、ヒドロキ

シアルキル基］で表されるアミノアルカンカルボン酸をメチロール基の縮合触媒として用

いる。そしてＮ－メチルロール（メタ）アクリルアミドにより絹繊維を化学加工する。 
【選択図】なし 
 
【技術分野】掘削、土砂の移送 
【ＩＰＣ】Ｅ０２Ｆ 
 
要約例２９ Ｅ０２Ｆ ３／８１５【発明の名称】巾可変式排土板 
 
【要約】 
【課題】土工車両用の排土板の横幅を使用目的によって 
調節可能にする。 
【解決手段】主排土板２の背面に設けられた巾方向に伸 
びる中空部の左右開口部内に、それぞれ補助排土板４を 
出没自在にはめあわせる。ブレード６と補助ブレードは 
略同一面を形成する。補助排土板４の外端には側板２６ 
を設け、中空部内に設けた液圧シリンダ３８により補助 
排土板４の突出量が調節できる。補助排土板４は補助ブ 
レードの背面に複数の長手状部材２０、２２、２４を固 
定してなる。 上位の長手状部材２０の上面には複数の 
ガイドローラ３２が取付けられている。 
【選択図】図１ 
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【技術分野】継手、クラッチ、ブレーキ 
【ＩＰＣ】Ｆ１６Ｄ 
【注意事項】 
・この分野では、発明または考案の理解を容易にする具体的な利用分野を記載する。 
 
要約例３０ Ｆ１６Ｄ ４９／００ 【発明の名称】ブレーキ 
 
【要約】 
【課題】洗濯機の脱水機やミシン等の回転体のブレーキ 
として、耐熱性が大きく、かつ均一に摩耗するブレーキ 
シュー構造を得る。 
【解決手段】ブレーキレバー５に固着したブレーキシュ 
ー４を多層構造とする。ブレーキホイール６に接触する 
側は熱硬化性樹脂からなるライニング部１１をもつ。ラ 
イニング部１１を保持するブロック部１２には熱可塑性 
樹脂を用いる。ライニング部１１の先端がブレーキホイ 
ール６に接触し、摩擦力によってブレーキシュー４に巻 
込み力が生じる。このとき、弾性力のあるブロック部１ 
２が変形し、ライニング部１１がブレーキホイール６の 
全面に強く当てられて制動がかかり、大きなブレーキ力 
が得られる。 
【選択図】図１ 
 
【技術分野】弁、栓、コック 
【ＩＰＣ】Ｆ１６Ｋ 
 
要約例３１ Ｆ１６Ｋ ４７／０２ 
【発明の名称】コントロールバルブの騒音及び振動防止装置 
【要約】 
【課題】流体の流量を調節するバタフライコントロール 
バルブにおいて、キャビテーションにより発生する騒音 
と振動を防ぐ。 
【解決手段】バタフライコントロールバルブ２のバタフ 
ライ弁体４の下流側に、大気など外部に連通したノズル 
６を設ける。これにより、下流側の乱流域に起きる低圧 
を緩和してキャビテーションの発生を防ぐ。 
【選択図】図１ 
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【技術分野】長さ・厚さ・角度・面積の測定 
【ＩＰＣ】Ｇ０１Ｂ 
 
要約例３２ Ｇ０１Ｂ １１／００ 
【発明の名称】光学式相対位置測定装置 
 
【要約】 
【課題】所定位置とカメラとの相対位置を、カメラとマ 
ーク間の距離に影響を与えず、簡単かつ高精度に測定す 
る。 
【解決手段】移動体に搭載したカメラ１４の出力信号に 
より固定側に付されたマーク１０の位置をダウンカウン 
タ３０で計数する。マーク幅をアップカウンタ３４で計 
数する。計数されたマーク幅は、比較回路３６で設定値 
Ｗｓと比較される。計数値ｎが設定値Ｗｓより大きい場 
合は、マスク信号４２でカウンタ３０、３４の入力を停 
止する。演算部４４は、カウンタ３４の計数値ｎと既知 
のマーク幅からカメラ１４の光学系における倍率を演算 
する。この演算倍率からカメラ１４とマーク１０との相 
対位置を算出する。 
【選択図】図２ 
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【技術分野】制御系、調整系一般 
【ＩＰＣ】Ｇ０５Ｂ 
 
要約例３３ Ｇ０５Ｂ １１／３２ 【発明の名称】プロセス制御装置 
【要約】 
【課題】定常時の制御性を損なうことなく、設定値変更 
時の応答性を向上させる。 
【解決手段】設定部１からの設定値ＳＶと検出部２から 
の測定値ＰＶから偏差信号を求める。調節部４はこの偏 
差信号にＰＩＤ演算を施し、出力信号ＭＶ１を求める。 
差検出部８は設定値ＳＶの変更の幅、変更の増減方向を 
検出して差保持部９に出力する。差微分部１０は差保持 
部９の出力△ＳＶを微分して出力信号ＭＶ２を求める。 
加算部５は出力信号ＭＶ１、ＭＶ２を加算して出力信号 
ＭＶを操作部６に出力する。設定値変更がある場合のみ 
差微分部１０の出力信号ＭＶ２が重畳されるので、定常 
時の制御性を損なうことなく、設定値変更時の応答性が 
向上する。 
【選択図】図８ 
 
【技術分野】コンピュータ 
【ＩＰＣ】Ｇ０６Ｆ 
 
要約例３４ Ｇ０６Ｆ １２／１２ 【発明の名称】バッファメモリ制御方式 
【要約】 
【課題】大量のデータを転送してもバッファメモリ上の 
有効な情報を失わせない。 
【解決手段】主記憶装置アクセス制御部１３は、主記憶 
装置２０よりの読出要求により、バッファメモリ３上に 
存在しないデータを主動作部データ制御回路１４に送る 
。このデータは、主動作部１とメモリ３に送られる。主 
動作部１の指示により、固定指示回路１２はバッファメ 
モリ２５～２８からなる複数のセットのうち、メモリ２ 
５の指示を行う。この指示回路１２は、通常の動作にお 
いて置換アレイ１１が指示するセットを無視して、メモ 
リ２５にデータを転送する。 
【選択図】図１ 
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【技術分野】半導体装置 
【ＩＰＣ】Ｈ０１Ｌ 
 
要約例３５ Ｈ０１Ｌ ２９／７８４ 【発明の名称】ＭＯＳ型半導体装置の製造方法 
 
【要約】 
【課題】ゲート電極への電界集中を起こり難くしてブレ 
イクダウンを防ぎ、ホットエレクトロンのトラップによ 
る閾値電圧のシフトを防ぐ。 
【解決手段】ゲート電極６の形成後に、ゲート電極６の 
側面に対して斜め方向からイオン注入し、ゲート電極６ 
下に低下純物濃度領域９を形成する。この低下純物濃度 
領域９の周囲の空欠層が厚くなるため、電界の集中が起 
り難くなる。 
【選択図】図１ 
 
 
【技術分野】パルス技術 
【ＩＰＣ】Ｈ０３Ｋ  
 
要約例３６ Ｈ０３Ｋ ５／００ 【発明の名称】２逓倍クロック発生回路 
 
【要約】 
【課題】遅延回路の遅延時間を制御して、デューティを 
適にする。 

【解決手段】クロック入力端子４からのクロック入力ａ 
は遅延回路１により略Ｔ／４（Ｔ；周期）時間遅れて出 
力ｂとなる。イクスクルーシブオア回路２にクロック入 
力ａと出力ｂを入力して出力ｃが得られる。出力ｃをデ 
ューティ検出回路３が検出して、この検出信号を遅延回 
路１の制御端子１１へ送る。遅延回路１のＡ―Ｄ変換器 
及び選択回路により、検出信号に基づいて遅延用ゲート 
回路のゲート数を増減し、デューティが５０％に も近 
い 適値に調整する。 
【選択図】図２ 
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４．要約書作成簡易チェックリスト 

 主な注意点をまとめてありますので、要約書の作成時にご利用ください。 
 
①□ 墨付き括弧【 】で項分けがされていますか？              →３頁 
   【要約】、【課題】、【解決手段】等、【 】を用いて項分けしてください。 
②□【課題】の記載について                         →９頁 
   解決すべき課題及び必要に応じ技術分野を明確に記載してください。従来技術の問 
   題点は記載しないでください。 
③□【解決手段】の記載について                       →９頁 
   実施例に即し、具体的かつわかりやすく記載してください。 
④□ 他の文献や項目を引用した記載はしていませんか？              →８頁 
   他の文献を引用したり、「図１に記載のように」等の引用はしないでください。 
⑤□ 符号は選択図に使われているものですか？                 →９頁 
   要約に記載の構成が選択図に記載されている場合には、符号を付けてください。 
⑥□ イメージの記載について                            →６頁 
   イメージはできるだけ１つにし、大きなイメージは縮小してください。 
⑦□【効果】の記載について                         →９頁 
   顕著な効果がある場合に記載してください。【課題】と同一内容の場合は不要です。 
⑧□ 文字数は４００文字の範囲ですか？                                    →３頁 
   【課題】【解決手段】等の項分見出しも文字数のカウントに含まれます。 
⑨□ 選択図は１つですか？                                                →４頁 
   願書に添付した「図面」の中から１つだけ選んでください。イメージは記載しない  
   でください。また、選択する図面がない場合「【選択図】なし」と記載してください

。  

【書類名】要約書 
【要約】 
【課題】○○○・・・○○○。 
【解決手段】○○○・・・・・・・○○○ 
○○○・・・・部材２３を、 ・・○○○ 
○○○・・・・・・・・○○○。 
 
 
 
【効果】○○○・・・・○○○。 
【選択図】図○ 

 化学式や数式等のイメージ 

 ⑨  

 ④  
ここで改行する。 

 ⑤  

⑧ 

 ⑥  

 ⑦  

 ③  

 ② 
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＜参考１＞要約書の公報掲載 

 
 要約書に記載した事項は、公開特許公報または登録実用新案公報に掲載されます（特許

法第６４条第２項、実用新案法第１４条第３項）。例えば、公開特許公報の場合は下図のよ

うに第１頁（フロントページ）下方の欄に要約と選択した図面のイメージが掲載されます。 
 また、出願公開されずに特許権の設定登録があった場合、特許公報に掲載されます（特

許法第６６条第３項）。 
 要約書に記載した事項が公序良俗に違反するおそれがあるときは、特許庁が修正して掲

載します（特許法第６４条第３項、実用新案法第１４条第４項）。 
 
    （公開特許公報の例） 
  

(19)日本国特許庁(JP)     (12)公開特許公報(A)     (11)特許出願公開番号 

特開 2006-123456 

(P2006-123456A) 

 (43)公開日 平成18年2月13日(2006.2.13) 

(51)Int.Cl.                 ＦＩ                  テーマコード（参考） 

 
 
 
 

  Ｇ０３Ｇ 15/20  (2006.01)    Ｇ０３Ｇ 15/20 109     ２Ｈ０３３ 
 

 

                 審査請求 有 請求項の数 2  ＯＬ  (全 7頁) 

(21)出願番号 特願2004-123456 

(22)出願日  平成16年8月10日(2004.8.10) 
(71)出願人  290001111 

       出願 太郎 

       東京都千代田区霞が関３丁目４番３号 

(74)代理人  987654321 

       弁理士

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（※） 
 
 
 
 
 

 代理 太郎 

千代田区霞が関２４丁目１番１号 

33 AB01 AC03 

(72)発明者  発明 太郎 

       東京都

Ｆターム（参考）2H0 AE05 

(54)【発明の名称】画像形成装置に用いる定着装置 

 

(57)【要約】 

【課題】○○○○○○○○○○○○。 

【解決手段】○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○。 

【選択図】図○ 

要約書の【要約】の部分と

【選択図】で選んだ図番が

掲載されます。 

要約書の【選択図】で選択し

た図面のイメージが掲載さ

れます。 

 - 39 -  



 平成１６年１月からＤＶＤ－ＲＯＭを用いた公報の発行が開始され、要約書に記載した

事項の公報への掲載形態が以下のようになりました。（前頁の※印の部分です。） 
 
１．選択図がある場合 

 右側に選択した図のイメージが掲載され、左側に要約文（化学式等のイメージがある場

合はそのイメージも）が２５字詰めで掲載されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．選択図がない場合 

 欄を左右に分けることなく、要約文（化学式等のイメージがある場合にはそのイメージ

も）が４０字詰めで掲載されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(57)【要約】 
【課題】○○○○○○○○。 
【解決手段】○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
 
 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○。 
【選択図】図○ 

(54)【発明の名称】○○○○○ 

イメージ 

 
(57)【要約】 
【課題】○○○○○○○○。 
【解決手段】○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
 
 
○○○○○○○○○○○○○○○○○。 
【選択図】なし 

イメージ 

(54)【発明の名称】○○○○○ 

※フロントページの掲載領域からはみ出した部分は、公報の末尾の

【フロントページの続き】に掲載されます。 
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＜参考２＞要約書の補正 

 
 要約書は、出願書類として提出が義務づけられていますので、要約書が添付されていな

い場合や要約書が添付されていないと同一視できる場合（注）には、相当の期間（３０日）

を指定して手続の補正を命じることとなります。また、下記に示す所定の期間内において

は自発的に補正することができます。 
 なお、要約の品質を保つために、提出された要約書の記載事項を特許庁で修正して公報

に掲載する場合があり（特許法第６４条第３項、実用新案法第１４条第４項の規定による）、

その場合には、公報面に「（修正有）」と表示されます。その際に事前に出願人等に意見を

きくこと、確認や連絡等は行いません。 
 

（注）要約書が添付されていないと同一視できる場合とは 

 ・他の項目を引用した形式の文章のみの場合 （例）「特許請求の範囲と同じ。」 

 ・外国語、図、表、数式または化学式のみからなる等、日本語として体をなさない場合 

 等があります。 

 
１．自発補正することのできる時期 

 特許出願は、出願から１年３か月以内（特許法第１７条の３） 
 実用新案登録出願は、出願から１か月以内（実用新案法第２条の２第１項、実用新案法

施行令第１条） 
 
 特許法第１７条の３ 

特許出願人は、特許出願の日（省略）から１年３月以内（出願公開の請求があった後を

除く。）に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。 

 
 
 
 
２．補正の方法 

 要約書の補正は、全文を補正してください。（特許法施行規則様式第１３備考９、実用新

案法施行規則第２３条） 
 
 特許法施行規則様式第１３備考９ 

要約書を補正するときは、要約書の全文を補正しなければならない。  
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＜参考３＞要約書に関する主な法規 

 

１．要約書の位置づけ 
（１）要約書に記載の事項は、公開特許公報又は登録実用新案公報に掲載されることになっ

ています（特許法第６４条第２項、実用新案法第１４条第３項）。出願公開されずに特

許権の設定登録があった場合には、特許公報に掲載します（特許法第６６条第３項）。 
（２）要約書は、出願書類の一部を構成するものですが、特許発明や登録実用新案の技術 
  的範囲（権利範囲）を定めるに当たって考慮してはならないこととなっています (特許 
  法第７０条第３項、実用新案法第２６条の規定による）。 
（３）要約書のみに記載されている事項は、いわゆる拡大された範囲の先願等の地位を有 
  さないこととなっています (特許法第２９条の２、実用新案法第３条の２等の規定によ 
  る）。 
（４）要約書のみに記載されている事項を、特許請求の範囲や実用新案登録請求の範囲に 
  補正により取り込むことはできません（特許法第１７条の２第３項、実用新案法第２ 
  条の２第２項の規定による）。 
 
２．要約書の作成 

（１）特許法第３６条第２項（実用新案法第５条第２項）に基づき、要約書は願書の添付 
  書類として提出が義務づけられています。 
 
 特許法第３６条第２項 
 
 
  

願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しな

ければならない。 

 
 
（２）要約の記載内容は、特許法第３６条第７項の規定を受けた、特許法施行規則第２５ 
  条の２（要約書の記載）（実用新案法第５条第７項の規定を受けた、実用新案法施行規 
  則第６条）に定める内容とします。 
 
 特許法第３６条第７項 

経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 
第２項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他  
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 特許法施行規則第２５条の２ 

特許法第３６条第７項に規定する経済産業省令で定める事項は､出願公開又は同法第６

６条第３項に規定する特許公報への掲載の際に、明細書、特許請求の範囲又は図面に記

載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが も適当な図に付されている番号

とする。 

 
 
 
 
 
（３）要約書の記載様式は、特許法施行規則第２５条の３（要約書の様式）（実用新案法施  
  行規則第７条）に定める様式により作成します。 
 
 特許法施行規則第２５条の３ 

要約書は、様式第３１により作成しなければならない。  
 
 
（４）特許法施行規則様式第３１（第２５条の３関係）（実用新案法施行規則様式第５）の  
  フォーマットは以下のとおりです。（電子出願の様式についても、基本的に同じです。） 
 
 特許法施行規則様式第３１ 

【要約】 
【選択図】 
〔備考〕 
１～５ （省略） 
６ 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に発明の全体を出願当初から記載する。

 この場合において、他の文献を引用して要約書の記載に代えてはならない。 
７ 技術用語は、学術用語を用いる。 
８ 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書、特許請求の範囲及び要約

 書全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合にお

 いて、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。 
９ 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合

 に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。 
10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現すること 

 ができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその

 原語を記載する。 
11 「【要約】」の欄には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要を次

 の要領で記載する。 
 イ 原則として発明が解決しようとする課題、その解決手段等を平易かつ明りょうに

【書類名】要約書  
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３．要約書の作成（外国語要約書面） 

（１）特許法第３６条の２第１項の外国語要約書面は、特許法施行規則第２５条の６（外 
  国語要約書面の様式）に定める様式により作成します。 
 
 特許法施行規則第２５条の６ 
 
 
  

  等の見出しを付す。 
 ロ 文字数は４００字以内とし、簡潔に記載する。 
 ハ 要約の記載の内容を理解するため必要があるときは、選択図において使用した符

  号を使用する。 
12 化学式等を｢【要約】｣の欄に記載する場合は、横１７０mm、縦２５５mm を超え

 て記載してはならず、１の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならな 
 い。 
13 ｢【選択図】｣には、第２５条の２に規定するところに従って選択した１の図に付 
 されている番号を「図○」のように記載する。

特許法第３６条の２第１項の外国語要約書面は、様式第３１の４により作成しなければ

ならない。 

  記載する。この場合において、各記載事項の前には、｢【課題】｣、｢【解決手段 】｣

 
（２）特許法施行規則様式第３１の４（第２５条の６関係）のフォーマットは以下のとお 
  りです。 
 
 特許法施行規則様式第３１の４ 

 １ Abstract 
 ２ Representative  Drawing 
 
〔備考〕 
 １ 「外国語要約書」は、第２５条の２及び特許法第３６条第７項に規定するところ

  に従い記載する。 
 ２ 「【書類名】外国語要約書」は、日本語で記載する。 
 ３ 外国語要約書は、日本語に翻訳した場合に 400 字以内となるように簡潔に記載す

  る。 
 ４ その他は、様式３１の備考と同様とする。 

【書類名】外国語要約書  
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（３）特許法第３６条の２第２項の外国語要約書面の日本語による翻訳文は、特許法施行  
  規則第２５条の７第３項（翻訳文の様式等）に定める様式により作成することになっ 
  ています。 
 
 特許法施行規則第２５条の７第３項 

特許法第３６条の２第２項の外国語要約書面の翻訳文は、様式第３１の８により作成し

なければならない。 

 
 
 
 
（４）特許法施行規則様式第３１の８（第２５条の７関係）のフォーマットは以下のとお 
  りです。 
 
 特許法施行規則様式第３１の８ 

【要約】 
【選択図】 
 
〔備考〕 
 １ 「【要約】」の欄には、「【課題】」、「【解決手段】」のように見出しを記載する。 
 ２  （省略） 

【書類名】要約書  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要約書の公報掲載や要約書の補正についての関連法規は、＜参考１＞及び＜参考２＞をご

覧ください。 
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《補足１》オンライン出願時の追加注意事項 

平成１６年よりＤＶＤ－ＲＯＭ公報の発行が開始されましたが、要約書の編集・掲載方

法の変更のため、要約書がフロントページからはみ出すものが増えております。このよう

な要約書を発見した場合、特許庁で修正することになりますが、以下の（１）の場合は、

化学式等のイメージについての編集は行わないため、それを削除する修正をしなければな

らず、また、（２）の場合は、本文に手を加えないのに「修正有」と表示されてしまいま

す。 

これらは出願書類作成時にご配慮いただくことで解決しますので、要約書を作成する際、

以下の点に注意していただくよう、ご協力をお願いします。 

 

（１）要約書本文にイメージを記載する際のお願い 

公報掲載時、横幅が公報での要約書掲載領域の本文の幅に満たない数式・化学式等の

イメージについては、イメージの縮小を行わないこととなっております。したがって、

大きいイメージ、複数のイメージを含む要約書について、フロントページに収めること

ができないため、特に構造の複雑な化合物の分野などで、イメージを文字で置き換える

修正をしなければならず、発明が適切に開示できなくなります。 

化学式や数式等、イメージを含む要約書を作成する場合は、「２－１－４ イメージ」

で示した事項に加え、以下の点にご協力ください。 

（イ）「《補足２》要約書でのイメージ行数算出方法」記載の要領にて、イメージ

が使用する行数を考慮して、要約書、イメージを作成してください。 

（ロ）要約書にイメージを記載する場合は、「【数１】」、「【化１】」、「【表

１】」等の項目名は不要ですので、記載する必要はありません。直接、イメー

ジを挿入してください。 

（ハ）数式・化学式・表などは、要約書部分に限らず、白黒二値画像のイメージ（Ｇ

ＩＦ又はＢＭＰ形式）で作成してください。また、特にドット数の多いイメー

ジでは、縮小時にかすれないよう、線を太めに描くようにしてください。 

 

（２）願書作成時の書類末尾の空行・空白の削除のお願い 

ＤＶＤ－ＲＯＭ公報では、要約書の【選択図】以降の行を含む、「【書類名】要約書」

に記載された全文をそのまま掲載しております。したがって、「【選択図】」の行以降

に空の行が残っている場合でも、そのまま公報に掲載されてしまい、空行にもかかわら

ず「フロントページの続き」として、要約書の続きが掲載されてしまいます。 

要約書は出願書類の末端になるため、ワープロソフトでの作成時に空行が残りやすい

のですが、特許庁での要約の記載の確認は印刷した書面で行っているため、空行を発見

することができないことがあります。また、もし、特許庁が発見して修正した場合は、

文章に何も手を加えないのに「修正有」と表示されてしまいますので、パソコン出願ソ
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フトを利用してオンライン出願をする場合は、ワープロ原稿の時点で「【選択図】」の

行以降にある空白の削除をするよう、ご協力をお願いします。 

 

（３）項目名「【要約】」「【選択図】」は、必ず「【要約】」「【選択図】」としてく

ださい。 

ＤＶＤ－ＲＯＭ公報では、要約書の【要約】を、公報での「(57)【要約】」に、【選

択図】」に記載された図番号を自動取得して選択図を掲載するように編集していますが、 

「［要約］」、「【要 約】」、「【要約書】」、「［選択図］」、「【選 択 図】」 

などの記載をされますと、本文を記載する領域が少なくなってしまったり、選択図が掲

載されない問題が発生します。 

したがって、要約書の項目は、必ず「【要約】」「【選択図】」とするようお願いし

ます。 

また、選択図は、実在する図面から選択してください。 
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《補足２》要約書でのイメージ行数算出方法 

＜参考１＞のように、要約書は、選択図があるか否かで公報への掲載方法が異なり、

これにより、公報でのイメージの行数が変わりますので、選択図があるか否かに応じて

以下の１）又は２）のいずれかの方式により算出してください。 

なお、本表は「インターネット出願ソフト操作マニュアル」及び「パソコン出願ソフ

ト３操作マニュアル」記載の式で算出したものですが、高さはあくまでも目安ですので、

できる限り、表の数字より小さくするようにしてください。 

 

１）選択図がない場合 

  公報には出願ソフトと同じ４０字詰めで文章が掲載され、イメージもほぼ出願書類に

おけるサイズ（＊１）で掲載されます。 

    したがって、要約書は、文字数４００字以内で、かつ、「【要約】」の次の行から「【選

択図】なし」の行までが１９行以内となるように記載する必要があります。 

 

表１ 選択図を選択しない場合のイメージの高さとそのイメージの占める行数の関係 

行数 幅 1～1338ドット 1339～2007 2008～2677 備考 

１行 ４０ ６１ ８１

２行 ８１ １２２ １６３

３行 １２２ １８４ ２４５

４行 １６３ ２４５ ３２７

５行 ２０４ ３０７ ４０９

６行 ２４５ ３６８ ４９１

７行 ２８６ ４３０ ５７３

８行 ３２７ ４９１ ６５５

９行 ３６８ ５５３ ７３７

１０行 ４０９ ６１４ ８１９

１１行 ４５０ ６７５ ９０１

１２行 ４９１ ７３７ ９８３

１３行 ５３２ ７９８ １０６５

１４行 ５７３ ８６０ １１４７

(注１)イメージの幅に注意してく

ださい。 

 

(注２)複数のイメージを挿入する

場合は、１つのイメージごとに行

数を求め、要約書の行数から減算

してください。 

 

(注３)イメージが小さく、文字を

多く書ける場合でも、要約書の文

字数は必ず４００字以内としてく

ださい。 

 

（＊１）公報の要約書掲載領域の幅は160mmのため、160mmを超える場合は幅が160mmになるよう

に全体を縮小して掲載しますが、本表では簡単のため省略しています。 
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２）選択図がある場合 

  公報には幅８０ｍｍの領域に本文が２５字詰めとなるよう編集されて掲載されます。

この場合、イメージは本文領域幅に収まるよう縮小されますので、縮小を考慮する必要

があります。 

  以下の表２により、実際のイメージの大きさから「換算高さＨ」を求め、イメージが

使用する行数を考慮して、要約書の文章を作成してください。 

 

表２ 選択図のある場合のイメージの高さとイメージの占める行数の関係 

行数 換算高さＨ ※「換算高さＨ」の算出方法 

１行 ４０ 

２行 ８１ 

３行 １２２ 

４行 １６３ 

５行 ２０４ 

６行 ２４５ 

７行 ２８６ 

８行 ３２７ 

９行 ３６８ 

１０行 ４０９ 

１１行 ４５０ 

１２行 ４９１ 

 

(1)イメージの幅   1～ 630ドットの場合 

 Ｈ＝(高さ方向ドット数) 

 

(2)イメージの幅 631～2677ドットの場合 

 Ｈ＝(高さ方向ドット数)× 630÷(幅方向ドット数) 

 

 

 

(注)複数のイメージを挿入する場合は、１つのイメージごと

に行数を求め、要約書の行数から減算してください。 

 

 

なお、要約書は、項目「【要約】」の直後、本文中の項目名（「【課題】」，「【解

決手段】」等）の前、イメージの直前直後、項目「【選択図】」の直前以外での改行を

しないように作成してください。 

 

 


